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常葉大学短期大学部 学則 

                             （制定 昭和 41年 4 月） 

 

第１章  総  則 

（目 的） 

第１条 本学は、教育基本法及び学校教育法並びに建学の精神に基づき、幅広く深い教養と

専門的知識・技術を教授研究し、知徳兼備にして豊かな情操と不屈の精神を持つ社会人と

して、国家社会の発展に貢献できる人材を育成し、もって地域社会の教育及び学術文化の

進展に寄与することを目的とする。 

２ 本学の設置する各学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を、

次のとおり定める。 

  日本語日本文学科 

  本学科は、自ら学び行動する「自主独行」の精神を身につけるとともに、日本語・日本

文学を通じて得た豊かな素養及び知識をもって、自己表現、自己発見、探究する能力及び

精神を養成することを目的とする。 

  保育科 

  本学科は、人間形成の基礎となる乳幼児期からの保育・教育に携わる豊かな人間性及び

専門性を併せ持つ人材を育成することを目的とする。 

  音楽科 

  本学科は、音楽の専門教育、幅広い教養教育及び総合的な人間教育を通して感性を養い、

実社会にも役立つ人材を育成することを目的とする。 

（名 称） 

第２条 本学は、常葉大学短期大学部と称する。 

（所在地） 

第３条 本学は、静岡県静岡市駿河区弥生町６番１号に置く。 

（自己点検・評価及び認証評価等） 

第４条 本学は、教育研究水準の向上を図り、第 1 条に掲げる目的及び社会的使命を達成す

るため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。 

２ 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については、別に定め

る。 

３ 前２項の措置に加え、本学の教育研究活動等の総合的な状況について、政令で定める期

間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受ける。 

 

第２章  学科、学生定員及び修業年限 

（学科及び学生定員） 

第５条 本学に設置する学科及び学生定員は、次のとおりとする。 

  日本語日本文学科  入学定員  60 人  収容定員  120 人 

  保育科       入学定員  150 人  収容定員  300 人 

  音楽科       入学定員  30 人  収容定員   60 人 

（修業年限及び在学年限） 

第６条 本学の修業年限は、2 年とする。 

２ 学生は、4 年を超えて在学することはできない。ただし、第 68 条に定める長期履修学生

については、この限りではない。 
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第３章  学年、学期及び休業日 

（学 年） 

第７条 学年は、4 月 1日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。 

（学 期） 

第８条 学年を次の 2学期に分ける。 

  前学期  4 月 1日から 9 月 15 日まで 

  後学期  9 月 16 日から翌年 3 月 31 日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合は、学期の期間を変更することがで

きる。 

（休業日） 

第９条 休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(3) 春季、夏季、冬季休業 

２ 前項第 3 号の休業日については、別に定める。 

３ 必要がある場合、臨時に休業し、また休業日に授業をすることができる。 

（記念日） 

第９条の２ 本学の記念日は次のとおりとし、記念行事を行う。 

 (1) 創立記念日            6 月 8 日 

(2) 創立者命日（之山忌） 10 月 30 日 

（１年間の授業期間） 

第 10 条 1 年間の授業期間は、定期試験等の期間を含め、35 週にわたることを原則とする。 

 

第４章  教 育 課 程 

（授業科目） 

第 11 条 授業科目は、別表第 1に示す教養教育科目及び専門教育科目とする。 

 

第５章  履修方法、学習の評価、課程修了の認定、卒業及び短期大学士 

（履修の方法） 

第 12 条 各授業科目の履修は、必修又は選択科目とする。 

（授業の方法） 

第12条の2  授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれら

の併用により行う。 

２ 教授会が必要と認めた場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、

多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがで

きる。 

３ 教授会が必要と認めた場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第 1 項の授業

の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。 

（単位及び必修・選択の別） 

第 13 条 各授業科目とその単位数及び必修、選択の別は、別表第 1及び別表第 2のとおりと

する。 

（単位の算定方法） 

第 14 条 各授業科目の単位数は、1 単位の授業科目を 45時間の学修を必要とする内容をも

って構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外

に必要な学修等を考慮して、次によって計算するものとする。 
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(1) 講義及び演習については、15時間から 30時間までの範囲で本学が定める時間の授業

をもって 1 単位とする。 

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から 45 時間までの範囲で本学が定める時間

の授業をもって 1 単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授

業については、本学が定める時間の授業をもつて 1 単位とすることができる。 

(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用

により行う場合については、その組み合わせに応じ、前 2 号に規定する基準を考慮して、

本学が定める時間の授業をもって 1 単位とする。 

２ 前項の定めにかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、こ

れらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これに必

要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

（履修科目の登録及び上限） 

第 15 条 学生は、毎学年の当初に、当該学期に履修する授業科目を登録しなければならない。 

２ 履修科目の登録に関する必要な事項は、別に定める。 

３ 卒業の要件として修得すべき単位数について、１年間又は１学期に履修科目として登録

することができる単位数の上限を別に定める。 

（単位取得の認定等） 

第 16 条 各授業科目を履修した者には、認定のうえ所定の単位を与える。 

２ 単位を得るためには、その授業科目の授業に出席し、その授業科目の試験に合格しなけ

ればならない。 

３ 試験に関する必要な事項は、別に定める。 

（他の学科の専門教育科目の履修） 

第 17 条 専門教育科目の学修上、他の学科の専門教育科目の履修が教育上有益と認められる

ときには、学長はその科目を当該学科の専門教育科目として履修を認めることができる。 

２ 他の学科の専門教育科目の履修に関する必要な事項は、別に定める。 

（他の短期大学又は大学における授業科目の履修等） 

第 18 条 本学が教育上有益と認めるときは、他の短期大学又は大学との協議に基づき当該短

期大学又は大学の授業科目の履修を認め、本学における授業科目の履修により修得したも

のとみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により修得した単位数は、30 単位を超えることはできない。 

３ 他の短期大学又は大学の授業科目の履修等に関する必要な事項は、別に定める。 

（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修等） 

第 19 条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う大学、短期大学又は高等専門学校の

専攻科における学修、その他高等専門学校の課程又は専修学校の専門課程のうち修業年限

が 2 年以上のものにおける学修で、文部科学大臣が大学において単位を与えることができ

ると定めたものの学修を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、単

位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条第 1 項により修得したものとみなした単

位数と合わせて、30 単位を超えないものとする。 

３ 短期大学又は大学以外の教育施設等における学修等に関する必要な事項は、別に定める。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 20 条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に短期大学又は大学に

おいて修得した単位について、第 18 条、第 19条で修得したものとみなした単位を合わせ

て、30 単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなす

ことができる。 
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２ 入学前の既修得単位の認定に関する必要な事項は、別に定める。 

（履修科目の評価） 

第 21 条 学生が履修した授業科目の評価は、秀、優、良、可、不可をもって表し、秀、優、

良、可を合格とする。ただし、授業科目内容の性格により、学長が認める授業科目及び第

18 条、第 19条、第 20条に定める授業科目については、認定、不認定をもって表し、認定

を合格とする。 

２ 成績評価基準に関する必要な事項は、別に定める。 

（卒業の要件） 

第22条 本学を卒業するためには、本学に2年以上在学し、次の各項の定めるところにより、

64 単位以上を修得しなければならない。 

２ 教養教育科目と専門教育科目についての最低必要な修得単位数は、次のとおりである。 

  教養教育科目   12 単位 

  専門教育科目   40 単位 

３ 卒業要件を満たすためには、前項に規定する単位数のほかに、教養教育科目及び専門教

育科目の中から、任意に 12 単位以上修得しなければならない。 

４ 前項で定める単位の一部を、他の学科の単位をもって充てることができる。 

５ 前項の単位のうち、専門教育科目の単位は、12 単位を超えないものとする。 

（教育職員免許状の取得） 

第23条 教育職員免許状を取得しようとする者は、第22条に規定する卒業の要件を充足し、

かつ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に規定する単位を修得しなければなら

ない。 

２ 本学において取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりである。 

学       科 免許状の種類 免許教科 

保 育 科 幼稚園教諭二種免許状  

（保育士資格の取得） 

第 24 条 保育科において保育士の資格を得ようとする者は、第 22 条に規定する卒業の要件

を充足し、かつ、児童福祉法施行規則及び厚生労働省告示等に規定する所要単位を修得し

なければならない。 

第 25 条 削除 

（卒業の認定及び卒業証書の授与） 

第 26 条 第 22 条の要件を満たした者について、学長は教授会の意見を聴いて卒業を認定す

る。 

２ 前項の規定により卒業を認定された者に対し、学長は卒業証書を授与する。 

（短期大学士） 

第 27 条 本学卒業者には、短期大学士の学位を授与する。 

２ 学位に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第６章  入学、転入学、再入学、休学、退学、転学、転学科、復学、留学、除籍 

（入学の時期） 

第 28 条 本学の入学の時期は、毎学期の始めとする。 

（入学資格） 

第 29 条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに

相当する学校教育を修了した者を含む） 
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(3) 外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部

科学大臣の指定した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が 3年以上あることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める

日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規

程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(8) 学校教育法第 90 条第２項の規定により大学に入学した者であって、本学における教育

を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で、18 歳以上に達したもの 

（入学試験） 

第 30 条 入学志願者に対しては、入学試験を行う。 

（入学願書等） 

第 31 条 入学志願者は、本学所定の入学願書等の書類に入学検定料を添え、指定の期間内に

提出しなければならない。 

（入学者の選考） 

第 31 条の 2 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

（転入学） 

第 32 条 他の短期大学に在学する者で本学に転入学を志望する者があるときは、学長は教授

会の意見を聴いて相当学年に転入学を許可することができる。 

２ 転入学を志望する者は、現に在学する短期大学の学長の許可書を願書に添えなければな

らない。 

３ 転入学に関する必要な事項は、別に定める。 

（再入学） 

第 33 条 願いにより退学した者が、退学後 2 年以内に同一学科に再入学を願い出たときは、

学長は教授会の意見を聴いて再入学を許可することができる。 

２ 再入学に関する必要な事項は、別に定める。 

（入学手続き及び入学許可） 

第 34 条 第 31 条の 2の選考により合格の通知を受けた者は、指定の期間内に入学金、その

他の納付金及び本学の指定する書類を提出しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に対して入学を許可する。 

３ 学長は、正当な理由がなく第 1 項に規定する手続きをしない者については、入学の許可

を取り消すことができる。 

（保証人） 

第 35 条 入学を許可された者は、保証人を定め、指定期日までに本学所定の誓約書を提出し

なければならない。 

２ 保証人は、その学生の生活について監督し、学費その他の支払いを保証する。 

３ 保証人は、父母、成年の親族又は本学の認めた者とし、保証人はいずれも独立の生計を

営む者とする。 

（保証人の異動） 

第 36 条 保証人において転居、その他の異動が生じた場合は、ただちに届け出なければなら
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ない。 

（休 学） 

第 37 条 疾病、その他やむを得ない事由により 3 か月以上就学できないときは、医師の診断

書又は詳細な事由書を添えて願い出たうえ、許可を得て休学することができる。 

（休学の期間） 

第 38 条 休学の期間は、1 年を超えることはできない。ただし、特別の事由があるときは、

さらに 1年以内の休学を許可することができる。 

２ 休学期間は、通算して 2 年を超えることはできない。 

３ 休学の期間は、在学期間に算入しない。 

（退学、転学） 

第 39 条 退学又は転学しようとする者は、その事由を詳記して学長に願い出たうえで許可を

得なければならない。 

（転学科） 

第 40 条 転学科を志望する者があるときは、教授会の意見を聴いて学長はこれを許可するこ

とができる。 

２ 原則として、2 年次には転学科できない。 

（復 学） 

第 41 条 休学を許可された者が、休学期間が満了したとき、又は休学期間中に休学事由が消

滅したときには、学長の許可を得て復学することができる。 

（留 学） 

第 42 条 本学が教育上有益と認めるときは、外国の短期大学又は大学との協議に基づき、学

生が休学することなく当該短期大学又は大学に留学し、学修することを認めることができ

る。 

２ 前項の規定により学生が留学して得た学修の成果は、30 単位を上限とし、第 18 条、第

19 条、第 20 条に定める単位数と合わせて、45単位を超えない範囲で、本学における授業

科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

３ 留学に関する必要な事項は、別に定める。 

（除籍・復籍） 

第 43 条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。 

(1) 第 6条に定める在学年限を超えた者 

(2) 第 38 条第 2項に定める休学期間の限度を超えて就学できない者 

(3) 授業料及びその他の納付金を滞納し、督促してもなお納入しない者 

(4) 死亡又は長期にわたって行方不明の者 

２ 前項第 3 号によって除籍になった者は、別に定めるところにより、復籍を許可されるこ

とがある。 

 

第７章  入学検定料、入学金、授業料及びその他の納付金 

（入学検定料） 

第 44 条 本学への入学志願者は、入学検定料として、30,000 円を納入しなければならない。 

（入学金） 

第 45 条 入学を許可された者は、入学金として、240,000 円を納入しなければならない。 

（授業料及び施設設備費） 

第 46 条 授業料及び施設設備費は、次のとおりとし、二等分して次の区分で納入するものと

する。 
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納 付 金 日本語日本文学科 保 育 科 音 楽 科 

授 業 料 720,000 円 790,000 円 990,000 円 

施設設備費 260,000 円 310,000 円 400,000 円 

  納入期限  前期  4 月 25 日まで 

        後期  9 月 30 日まで 

２ 本学において特別の事情があると認められた者は、前項の規定にかかわらず、分納又は

延納を許可することがある。 

（その他の納付金） 

第 47 条 実験、実習、その他教育に必要な費用は、別にこれを納入させることがある。 

（休学、退学、転学等の場合の授業料等） 

第 48 条 前学期又は後学期の中途で休学若しくは退学した者、転学した者、又は停学中の者

は、当該期の授業料、施設設備費及びその他の納付金の全額を納入しなければならない。 

２ 休学が前学期又は後学期の全学期にわたるときは、当該期は在籍料として 100,000 円を

納入しなければならない。 

３ 休学中の者が前学期又は後学期の中途で復学したときは、復学した当該期の授業料、施

設設備費及びその他の納付金の全額を納入しなければならない。 

（納付金の不還付等） 

第 49 条 既納の入学検定料、入学金は、事由の如何にかかわらずこれを還付しない。 

２ 授業料、施設設備費、その他前項以外の納付金については、別に定める。 

 

第８章  賞  罰 

（表 彰） 

第 50 条 学生の中で特に成績優秀な者、又は他の学生の範とすべき篤行のある者は、学長は

科長会の議を経て、これを表彰することができる。 

（懲 戒） 

第 51 条 学生の中で本学の学則又は規程に反し、本学の秩序を乱し、又は学生にふさわしく

ない行為をして、本学の名誉を毀損する者があるときは、別に定める手続きにより、学長

がこれを懲戒する。 

２ 学生の懲戒は、訓戒、停学、退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うことができる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当な理由がなく出席常でない者 

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

第９章  教 職 員 組 織 

（教職員の構成） 

第 52 条 本学に学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職

員を置く。 

（教職員の職務） 

第 53 条 教職員の職務は、学校教育法の定めるところによる。 

 

第 10 章  科長会、教授会等 

（科長会） 

第 54 条 本学に教育及び研究の施策に関する学長の意思決定を助けるための最高補佐機関
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としての科長会を置く。 

２ 科長会は、別に定める科長会規程により学長がこれを召集し、次の事項を審議する。 

(1) 教育、研究及び人事に関する基本方針等その運営における全学的な事項 

(2) 入学試験に関する事項 

(3) 各種委員会に関する事項 

(4) 学則、諸規程の制定、改廃及び運用に関する事項 

(5) 施設の設置、廃止に関する事項 

(6) 学長の諮問に関する事項 

(7) その他、本学の運営に属する重要な事項 

（教授会） 

第 55 条 本学に、教授会を置く。 

２ 教授会は、学長、副学長及び専任の教授をもって組織する。ただし、学長は、准教授そ

の他の職員を加えることができる。 

３ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学、卒業に関する事項 

(2) 学位の授与に関する事項 

(3) 転入学、再入学、転学科に関する事項 

(4) 教育課程に関する事項 

(5) 学則に関する事項 

(6) 学生の懲戒に関する事項 

４ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項につい

て審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

５ 教授会に代議員会を置くことができる。 

６ 教授会及び代議員会の運営に関する事項は、別に定める。 

（各種委員会） 

第 56 条 学長が教育研究上又は大学運営上必要と認めたときは、科長会の議を経て各種委員

会を置くことができる。 

２ 各種委員会の運営に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第 11 章  専  攻  科 

（専攻科の設置） 

第 57 条 本学に専攻科音楽専攻を置く。 

（専攻科の目的） 

第 58 条 専攻科は、特別の教育課程により精深な程度において教授し、その研究を指導する

ことを目的とする。 

（入学定員） 

第 59 条 専攻科の入学定員は、次のとおりとする。 

  音楽専攻       10 人 

（修業年限及び在学年限） 

第 60 条 専攻科の修業年限は、次のとおりとする。 

  音楽専攻       2 年 

２ 専攻科の学生の在学できる年限は、次に示す年限を超えることができない。 

  音楽専攻       4 年 

（授業科目と単位数） 

第 61 条 専攻科の各授業科目と、その必修、選択の別及び単位数は、別表第２のとおりとす
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る。 

２ 本学が教育上有益と認めた場合は、本科及び他専攻の授業科目の履修を認めることがで

きる。ただし、これにより取得した単位は、第 62 条の修了要件の単位に算入することはで

きない。 

第 61 条の２ 削除 

（修了の要件） 

第 62 条 音楽専攻を修了するためには、2 年以上在学し、必修科目、選択科目を合わせて 50

単位以上を修得しなければならない。 

（修了の認定及び修了証書の授与） 

第 63 条 第 62 条の要件を満たした者について、学長は教授会の意見を聴いて修了を認定す

る。 

２ 前項の規定により修了を認定された者に対し、学長は修了証書を授与する。 

（入学資格） 

第 64 条 専攻科に入学できる者は、次の一に該当する者とする。 

(1) 短期大学を卒業した者 

(2) 本学において短期大学卒業者と同等以上の学力があると認められた者 

（入学検定料、授業料及びその他の納付金） 

第 65 条 専攻科の入学検定料、入学金、授業料、施設設備費は次のとおりとする。ただし、

本学卒業者は入学検定料、入学金を半額とする。 

２ 休学等をした者は、第 48 条第 2 項の規定に準じて、次に掲げる在籍料を納入しなければ

ならない。 

納  付  金 音 楽 専 攻 

入 学 検 定 料 30,000 円 

入  学  金 240,000 円 

授 業 料 ( 年 額 ) 990,000 円 

施 設 設 備 費 ( 年 額 ) 400,000 円 

在 籍 料 ( 半 期 額 ) 100,000 円 

（本則の準用） 

第 66 条 専攻科に関し本章に定める以外の事項は、本則の定めるところによる。 

 

第 12 章  図  書  館 

（図書館の設置） 

第 67 条 本学に附属図書館を置く。 

２ 図書館に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第 13 章  長期履修学生、科目等履修生、聴講生、研究生及び外国人留学生 

（長期履修学生） 

第 68条 第6条第1項に定める修業年限を超える一定の期間にわたり授業科目を履修するこ

とを目的として、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、長期履修学生として

入学を許可する。 

２ 長期履修学生に関する必要な事項は、別に定める。 

（科目等履修生） 

第 69 条 本学において開設する授業科目のうち、1 科目又は複数の科目を選んで履修を希望

する者があるときは、当該科目の授業に支障がない限りにおいて、選考の上、科目等履修

生として入学を許可する。 
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２ 科目等履修生には、学修の成果を評価して単位を与えることができる。 

３ 科目等履修生に関する必要な事項は、別に定める。 

（聴講生） 

第 69 条の２ 本学において開設する授業科目のうち、１科目又は複数の科目を選んで聴講を

希望する者があるときは、当該科目の授業に支障がない限りにおいて、選考の上、聴講を

許可する。 

２ 聴講生に関する必要な事項は、別に定める。 

（研究生） 

第 70 条 本学の教授又は准教授、講師若しくは助教の指導を受け、学術研究のための研究を

希望する者があるときは、当該指導教員に支障がない限りにおいて、選考の上、学長は研

究生として入学を許可する。 

２ 研究生に関する事項は、別に定める。 

（外国人留学生） 

第 71 条 外国人で本学に入学を希望する者は、選考の上、入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第 14 章  公開講座 

（公開講座の開設） 

第 72 条 本学に適時に公開講座を設け、学生及び一般市民の学修に資する。 

 

第 15 章  厚生保健施設 

（保健室） 

第 73 条 本学に保健室を設ける。 

２ 保健室に関する必要な事項は、別に定める。 

（学生寮） 

第 74 条 本学に学生寮を設けることができる。 

２ 学生寮に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第 16 章  奨学制度 

（奨学制度） 

第 75 条 本学学生で、心身共に健全かつ学業成績が抜群と認められる者には、学費の全額又

は一部を給費若しくは減免することができる。 

２ 本学学生で、学業成績優秀、品行方正、かつ家庭の経済事情のために就学困難と認めら

れる者には、学費の全額又は一部を貸与することができる。 

３ 奨学制度に関する必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 この学則は、昭和 41 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 43 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 43 年 10 月 1日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 44 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 45 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 46 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 47 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 48 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 49 年 4月 1 日から施行する。 
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附 則 この学則は、昭和 50 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 51 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 52 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 53 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 54 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 55 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 56 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 57 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 58 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 59 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 60 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和 61 年 4月 1 日から施行する。 

(2) 第 5条に規定する学生定員は、平成 12 年度までの間は、次のとおりとする。 

年 度 

学 科 
昭和 61 年度 

昭和 62 年度から 

平成 11 年度まで 
平成 12 年度 

 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

国 文 科 200 人 360 人 200 人 400 人 160 人 360 人 

英 文 科 120 人 200 人 120 人 240 人 80 人 200 人 

計 320 人 560 人 320 人 640 人 240 人 560 人 

      備 考 平成 7年度から、｢国文科｣は｢国語国文科｣に、｢英文科｣は｢英語英文科｣に名称変更 

附 則 この学則は、昭和 62 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、平成元年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、平成 2 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、平成 3 年 4月 1 日から施行する。 

(2) 第 5条に規定する学生定員は、平成 12 年度までの間は、次のとおりとする。 

年 度 

学 科 
平成 3年度 

平成 4年度から 

平成 11 年度まで 
平成 12 年度 

 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

英  文  科 160 人 280 人 160 人 320 人 80 人 240 人 

音  楽  科 70 人 120 人 70 人 140 人 50 人 120 人 

美術・デザイン科 70 人 120 人 70 人 140 人 50 人 120 人 

計 300 人 520 人 300 人 600 人 180 人 480 人 

      備 考 平成 7年度から「英文科」は「英語英文科」に名称変更。 

附 則 この学則は、平成 4 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 この学則は、平成 5 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 5年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 6 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 6年 3 月 31 日現在在学する者については、第 9条及び第 10条の規定

を除き、なお従前の例による。 

(2) 第 5条の規定にかかわらず、平成 6年度の保育科収容定員は 350 人とし、平成

6 年度から平成 12 年度までの国文科、音楽科、美術・デザイン科の入学定員、収

容定員は次のとおりとする。 

 年 度 

学 科  

 

平成 6年度 

平成 7年度から 

平成 11 年度まで 

 

平成 12 年度 
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 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

国  文  科 150 人 350 人 150 人 300 人 110 人 260 人 

音  楽  科 55 人 125 人 55 人 110 人 35 人 90 人 

美術・デザイン科 60 人 130 人 60 人 120 人 40 人 100 人 

計 265 人 605 人 265 人 530 人 185 人 450 人 

      備 考 平成 7年度から「国文科」は「国語国文科」に名称変更。 

附 則 この学則は、平成 7 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 7年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

(2) 第 62 条の 2の規定は、前項ただし書きの規定にかかわらず、平成 6年度入学生

から適用する。 

附 則 この学則は、平成 8 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 8年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

(2) 第 61 条の規定は、前項ただし書きの規定にかかわらず、平成 6年度入学生から

適用する。 

附 則 この学則は、平成 9 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 9年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

(2) 第 62 条の 2の規定は、前項ただし書きの規定にかかわらず、平成 8年度入学生

から適用する。 

附 則 この学則は、平成 10 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 10 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 11 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 11 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 12 年度 4 月 1日から施行する。 

(2) 第 5条の規程にかかわらず、平成 12年度から平成 16年度までの間の国語国文

科及び英語英文科の入学定員、収容定員は次のとおりとする。 

 

年 度 

学 科 
平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 

 
入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

国語国文科 126 人 276 人 122 人 248 人 118 人 240 人 114 人 232 人 110 人 224 人 

英語英文科 116 人 276 人 112 人 228 人 108 人 220 人 104 人 212 人 100 人 204 人 

      備 考 平成 13 年度から、「国語国文科」は「日本語日本文学科」に名称変更 

附 則 この学則は、平成 13 年度 4 月 1日から施行する。 

    ただし、平成 13 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 14 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 14 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 15 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 15 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 16 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 16 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 17 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 17 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 １この学則は、平成 17年 10月 15日から施行し、平成 17年 10月 1日から適用する。 

２この学則による改正前の学則第 27 条の規定による準学士の称号は、この学則によ
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る改正後の同条第 1 項の規定による短期大学士の学位とみなす。 

附 則 この学則は、平成 18 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 18 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 19 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 19 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 20 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 20 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 21 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 21 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 22 年 4月 1 日から施行する。ただし、学則第 8 条を除き、平成

22 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 23 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 23 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 24 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 24 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 25 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 25 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 26 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 26 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 27 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 27 年 3 月 31 日現在在学する者については、この規則の改正にかかわ

らず第 13条に定める別表第 1「授業科目と単位数」は、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 28 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 28 年 3 月 31 日現在在学する者については、なお従前の例による。 

(2) 第 5条の規定にかかわらず、平成 28 年度の日本語日本文学科、英語英文科、音

楽科の収容定員は次のとおりとする。 

学  科 収容定員 

日本語日本文学科 130 人 

英語英文科 120 人 

音楽科 95 人 

附 則 この学則は、平成 29 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、改正後の第 9条及び第 9条の 2の規定は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

(2) 改正後の第 45 条（入学金）、第 46 条（授業料及び施設設備費）及び第 65 条（入

学検定料、授業料及びその他の納付金）の規定は、平成 29 年度入学者から適用し、平

成 28 年度以前の入学者については、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、平成 30 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 30 年 3 月 31 日現在在学する者については、この規則の改正にかかわ

らず第 13条に定める別表第 1「授業科目と単位数」は、なお従前の例による。 

 (2)英語英文科及び国語国文専攻は、平成 30年度から募集を停止し、在学生の卒業を

もって廃止する。 

(3)第 5 条の規定にかかわらず、平成 30年度の英語英文科、保育科の収容定員は次

のとおりとする。 

学 科 収容定員 

英語英文科 40人 

保育科 350人 
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附 則 この学則は、平成 31 年 4月 1 日から施行する。 

    ただし、平成 30 年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわ

らず、なお従前の例による。 

附 則 この学則は、2020 年 4 月 1 日から施行する。 

   （2）第 5条の規定にかかわらず、2020 年度の日本語日本文学科及び音楽科の収容定

員は次のとおりとする。 

学 科 収容定員 

日本語日本文学科 110 人 

音 楽 科 70 人 

附 則 この学則は、令和 3 年 4月 1 日から施行する。 

    (2) 改正後の第 45 条（入学金）、第 46条（授業料及び施設設備費）及び第 65 条（入

学検定料、授業料及びその他の納付金）の規定は、令和 3年度入学生から適用し、令

和 2 年度以前の入学者については、なお従前の例による。 
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別表第１ 

（1）教養教育の授業科目と単位数 

 科目名 
必修 

単位数 

選択 

単位数 
 備考 

教
養
教
育
科
目 

ライフデザイン総合セミナー ２    

哲学と人生  ２   

文学と人間  ２   

行動と心理  ２   

くらしと教育  ２   

芸術と人間  ２   

歴史と人間  ２   

職業と人生  ２   

くらしと経済  ２   

くらしと日本の憲法  ２   

くらしとマナー  ２   

情報リテラシー  ２   

情報とコンピュータⅠ  １   

情報とコンピュータⅡ  １   

運動と健康  ２   

スポーツＡ  １   

スポーツＢ  １   

英語圏の文化と言葉Ａ  ２   

英語圏の文化と言葉Ｂ  ２   

ドイツの文化と言葉Ⅰ  ２  音楽科は２単位以上 

ドイツの文化と言葉Ⅱ  ２  必修のこと。 

イタリアの文化と言葉Ⅰ  ２   

イタリアの文化と言葉Ⅱ  ２   

 

（2）日本語日本文学科の授業科目と単位数 

 科目名 
必修 

単位数 

選択 

単位数 
 備考 

専
門
教
育
科
目 

卒業研究 ２    

現代文書Ａ １    

現代文書Ｂ １    

日本文学概説 ２    

日本文学基礎演習 ２    

歌謡と詩歌  ２   

作家と時代  ２   

日本文学と世界  ２   

日本文学演習  ２   

日本語概説  ２   

日本文学史  ２   

日本文学国際演習  ２   

創作の心理  ２   

文章と文体  ２   

マンガ文化論  ２   

メディア制作  ２   

映像と文化  ２   

絵本を作る  ２   

絵本の世界  ２   

読み聞かせ  ２   

子供の心理  ２   
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 科目名 
必修 

単位数 

選択 

単位数 
 備考 

専

門

教

育

科

目 

児童文学  ２   

アナウンス入門  ２   

地域リファイン演習  ２   

言葉と生活  ２   

話す技術  ２   

インターンシップⅠ  １   

インターンシップⅡ  １   

福祉と言葉  ２   

プレゼンテーション論  ２   

プレゼンテーション演習Ⅰ  ２   

プレゼンテーション演習Ⅱ  ２   

情報機器利用によるプレゼンテーション演習  ２   

コミュニケーション論  ２   

情報概論  ２   

ライフデザイン研究  ２   

日本語表現法  ２   

総合基礎講座  １   

きものと文化Ⅰ  ２   

きものと文化Ⅱ  ２   

食と風土  ２   

ワークショップＡ  １   

ワークショップＢ  １   

言語文化入門  ２   

出版文化論  ２   

ネットと表現  ２   

ブックデザイン  ２   

オフィス実務Ⅰ  ２   

オフィス実務Ⅱ  ２   

 

 

（3）保育科の授業科目と単位数 

 科目名 
必修 

単位数 

選択 

単位数 
 備考 

専

門

教

育

科

目 

保育原理 ２    

社会的養護Ⅰ  ２   

保育の心理学Ⅰ  ２   

保育の心理学Ⅱ  １   

子ども家庭支援の心理学  ２   

子どもの保健  2   

子どもの健康と安全  １   

子どもの食と栄養  ２   

音楽Ⅰ  １   

音楽Ⅱ  １   

子どもの音楽  １   

ピアノ技法  ２   

器楽  ２   

図画工作Ⅰ  １   

図画工作Ⅱ  １   

子どもの造形  １   

体育Ⅰ  １   

体育Ⅱ  １   
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 科目名 
必修 

単位数 

選択 

単位数 
 備考 

専
門
教
育
科
目 

子どもの運動あそび  １   

国語  ２   

生活  ２   

子どもの文化と生活  １   

社会福祉 ２    

子育て支援  １   

子ども家庭福祉  ２   

福祉政策と子ども  ２   

子どもの遊びと発達Ａ  １   

子どもの遊びと発達Ｂ  １   

幼児理解  １   

教育相談（幼稚園）  １   

子どもの家庭と暮らしＡ  １   

子どもの家庭と暮らしＢ  １   

子ども家庭支援論  ２   

社会的養護Ⅱ  １   

障害児保育  ２   

乳児保育論  ２   

乳児保育演習  １   

保育実習Ⅰ  ４   

保育実習指導Ⅰ  ２   

保育実習Ⅱ  ２   

保育実習指導Ⅱ  １   

保育実習Ⅲ  ２   

保育実習指導Ⅲ  １   

幼児教育者論 ２    

教育原理  ２   

保育課程総論  ２   

特別支援教育  1   

教育実習  ５   

保育・教職実践演習（幼稚園）  ２   

保育内容研究Ⅰ(健康)  １   

保育内容研究Ⅱ(人間関係)  １   

保育内容研究Ⅲ(環境)  １   

保育内容研究Ⅳ(ことば)  １   

保育内容研究Ⅴ(表現Ａ)  ２   

保育内容研究Ⅴ(表現Ｂ)  １   

保育内容総論  １   

保育方法論  ２   

保育ゼミナール  １   

子ども学概論 ２    

モンテッソーリ教育概論  ２   

モンテッソーリ・メッソードⅠ  １   

モンテッソーリ・メッソードⅡ  １   

レクリエーション論  ２   

レクリエーション援助法  １   

子どものフィールドワーク  １   

児童館・放課後児童クラブの機能と運営  ２   

児童館・放課後児童クラブの活動内容と指導法  ２   
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（4）音楽科の授業科目と単位数 

 科目名 
必修 

単位数 

選択 

単位数 
 備考 

専 

門 

教 

育 

科 

目 

音楽理論 ２    

和声学Ａ ２    

和声学Ｂ ２    

和声学Ｃ  ２   

和声学Ｄ  ２   

音楽史Ａ  ２    

音楽史Ｂ ２    

民族･日本音楽概説  ２   

音楽鑑賞Ａ  ２   

音楽鑑賞Ｂ  ２   

音楽鑑賞Ｃ  ２   

音楽鑑賞Ｄ  ２   

合唱Ａ  ２   

合唱Ｂ  ２   

ソルフェ－ジュＡ １    

ソルフェ－ジュＢ １    

ソルフェ－ジュＣ  １   

ソルフェ－ジュＤ  １   

ミュージック・コンピュータ活用法  ２   

アンサンブル演習Ａ  ２   

アンサンブル演習Ｂ  ２   

伴奏演習Ａ  １   

伴奏演習Ｂ  １   

音楽実践Ａ  ２   

音楽実践Ｂ  ２   

インターンシップ  １   

吹奏楽指導法  ３   

リトミックⅠ  ２   

リトミックⅡ  ２   

指揮法  １   

作曲・編曲法Ａ  ２   

作曲・編曲法Ｂ  ２   

声楽Ａ  ２  

声楽Ｂ  ２  

声楽Ｃ  ２  

声楽Ｄ  ２   

器楽Ａ  ２  

器楽Ｂ  ２  

器楽Ｃ  ２  

器楽Ｄ  ２ このうちから 

作品制作Ａ  ２ ８単位以上必修のこと。 

作品制作Ｂ  ２  

作品制作Ｃ  ２  

作品制作Ｄ  ２  

表現Ａ  １  

表現Ｂ  １  

表現Ｃ  １  

表現Ｄ  １  

演奏会演習Ａ  ２  

演奏会演習Ｂ  ２  
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別表第２ 

専攻科音楽専攻の授業科目と単位数 

 科目名 
必修 

単位数 

選択 

単位数 
 備考 

専 

攻 

科  

音 

楽 

専 

攻  
専 

門 

科 

目 

作品解釈 A  ２   

作品解釈 B  ２   

作品解釈 C  ２   

作品解釈 D  ２   

楽曲研究 A  ２   

楽曲研究 B  ２   

楽曲研究 C  ２   

楽曲研究 D  ２   

比較演奏論 A  ２   

比較演奏論 B  ２   

比較演奏論 C  ２   

比較演奏論 D  ２   

和声研究 A  ２   

和声研究 B  ２   

作曲技法 A  ２   

作曲技法 B  ２   

室内楽研究 A  １   

室内楽研究 B  １   

室内楽研究 C  １   

室内楽研究 D  １   

楽書講読 A  ２   

楽書講読 B  ２   

イタリア語研究  ２   

英語研究  ２   

コーラス A  ２   

コーラス B  ２   

アンサンブル A  ２   

アンサンブル B  ２   

音楽表現研究 A  ２   

音楽表現研究 B  ２   

主科声楽 A  ３   

主科声楽 B  ３  

主科声楽 C  ３  

主科ピアノ A  ３  

主科ピアノ B  ３  

主科ピアノ C  ３  

主科弦楽器 A  ３  

主科弦楽器 B  ３  

主科弦楽器 C  ３ このうちから 9単位以上 

主科管楽器 A  ３ 必修のこと。 

主科管楽器 B  ３  

主科管楽器 C  ３  

主科打楽器 A  ３  

主科打楽器 B  ３  

主科打楽器 C  ３  

主科作編曲 A  ３  

主科作編曲 B  ３  

主科作編曲 C  ３   

副科声楽 A  １   

副科声楽 B  １   
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副科声楽 C  １   

 科目名 
必修 

単位数 

選択 

単位数 
 備考 

 

副科声楽 D  １   

副科ピアノ A  １   

副科ピアノ B  １   

副科ピアノ C  １   

副科ピアノ D  １   

修了研究 ６    

修了に必要な単位数は必修１５単位、 

選択３５単位、合計５０単位以上。 

 

 


